
委員会の運営及び情報公開の方法について（案） 

 

 

（委員会の運営） 

１ 委員会は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、そ

の会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

（１）法令等の規定により公開することができないとされている場合 

（２）非公開情報が含まれる事項について審議、審査、調査等をおこなう会議を開

催する場合 

（３）会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずる

おそれがある場合 

２ １の（２）又は（３）により、会議の全部又は一部を非公開とする場合は、委

員長が当該会議に諮って決定する。 

３ 傍聴者は、委員会で発言を行なうことはできない。 

４ 傍聴者へは、委員会資料を配布する。 

 

 

（委員会資料の情報公開） 

１ 委員会資料及び議事要旨については、当該委員会の終了後、下記の場所におい

て公衆の閲覧に供するほか、インターネットホームページにおいても公開する。 

２ 会議の全部又は一部を公開しなかった場合において、公開しなかった部分の資

料については、非公開とすることができる。 

 

 

 

 

 

委員会資料閲覧場所 

・大橋川コミュニティーセンター 

・松江市役所    総務部総務課情報公開室 行政資料コーナー 

          市長室大橋川治水事業推進課 

・島根県庁     土木部斐伊川神戸川対策課 

・国土交通省    中国地方整備局出雲河川事務所 

※ その他必要に応じ、閲覧場所を設けるものとする。 
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 ・大橋川周辺まちづくり検討委員会 

 ・景観専門委員会 

 

会議を傍聴する方へのお願い 
  

１ 傍聴をされる方は会場に入場する前に受付において｢傍聴

者受付簿｣に必要事項を記入してください。 
 
２ 会議開催中は静かに傍聴をし、発言、拍手その他の方法に

より公然と意見を表明しないで下さい。 
 
３ 騒ぎ立てる等議事を妨害しないで下さい。 
 
４ 飲食や喫煙はしないで下さい。 
 
５ 携帯電話を使用しないで下さい。 
 
６ 写真撮影、録画、録音等を行わないで下さい。 
 
７ 非公開とする決定があったとき、又は委員長が傍聴の許可

を取り消したときは速やかに退場して下さい。 
 
８ その他、会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしな

いで下さい。 
 
 
 
 

 上記の遵守事項に違反したとき、又は会場の秩序維持のため

委員長が必要と認める場合には、退場していただくことがあり

ます。 



  

 ・大橋川周辺まちづくり検討委員会 

 ・景観専門委員会 

 

報道関係の方へのお願い 

 

１ 報道関係の方（委員会を取材される方）は、会場に入場す

る前に受付において｢報道関係者受付簿｣に必要事項を記入し

てください。 
 
２ 報道関係の方は会場内において次の事項について遵守願

います。 
 
 ① 円滑な会議運営を図るため、ビデオ、カメラ等での撮影

は、委員長挨拶までとさせていただきます。 
 

 ② ビデオ、カメラ等で撮影される場合は、会議の進行を妨

げないよう、撮影位置、撮影方法について十分に配慮願い

ます。 
 
 ③ 会議中、会場内で、委員、事務局あるいは傍聴者へ取材

することは固くお断り致します。 
 


